
1 

 

第 1回加古川市男女共同参画社会づくり懇話会 総評・委員意見・事務局回答 
 

【委員長総評】 

「第 1回加古川市男女共同参画社会づくり懇話会」 

委員の皆様のご意見と事務局回答を拝見して 

兵庫大学 杣山貴要江 

 

本懇話会における皆様の最新の話題の提供が，私の知見を深める機会となっております。会

での発案が基本計画，行動計画の基となり，行政職の皆様の創意工夫を経て市政に反映されて

いく過程をつぶさに拝見しております。 

今回の書面による意見の提示は大いに納得するものであり，それに基づく未来像を想像しな

がら拝読いたしました。これまでの懇話会と同様，熟考を重ねた案が提示されており，それに

対する事務局と意見内容に関連する部署による綿密な回答に更なる進展を予感しております。 

さて，近年，行政の委員会等において「多様性」という用語を目にすることがあります。「多

様な働き方」という場合は，「非正規雇用」を想定しての用例と推測され，「多様な性」は具体

的には LGBT を意味し，自治体においては「差別や生きづらさを解消していくための施策立

案」を提示する例もあります。そして，SDGsには「ジェンダー平等の実現」が掲げられてい

ます。 

日本のジェンダー・ギャップ指数に関して常に指摘されるのは，女性の経済参画，政治参画

の割合の低さです。経済分野の幹部・管理職と専門職・技術職の男女比率の差が大きいことが

男女の賃金格差として現れ，ひいてはシングルマザーがワーキングプアの代名詞となってしま

う現実が見受けられます。また，政治分野でも閣僚はもちろん国会議員の男女比格差は大きく，

今日まで女性総理大臣の就任は皆無です。男女比率が法によって定められる北欧では，男性が

バギーを押しながら街中を移動する姿は当たり前のものとなっています。これは様々な分野に

わたり男女格差が小さい社会を象徴する姿として見ることができます。 

ところで，兵庫大学生涯福祉学部こども福祉学科は，保育士，幼稚園教諭一種免許の取得を

目的とする学科ですが，教育実践のなかで SDGs のうちの「ジェンダー平等の実現」を掲げ，

「わたしたちができること」を探究しております。学生には将来子どもの前で次世代につなげ

ていくべきもの，そうでないものを自ら判断できることが，幼児教育・保育の専門職として重

要であると語っております。 

本懇話会で論題となった DVは家庭が閉鎖空間であること，その当事者が DVと意識してい

ないことに解決の難しさがあると考えられます。現時点での解決策は，被害者に手を差し伸べ

ること，当事者に今後のあり方の決断を迫ることかもしれませんが，これからは保育士や幼稚

園教諭など保育者が子どもに「ジェンダーの平等」を意識づける教育を実践していくことが根

本的な解決につながるものであると思います。それは長い時間を要するものでしょうが，男性

の実質的育児休業取得率の伸長，男女のワーク・ライフ・バランス実現による経済分野・政治

分野への女性の進出の増大を促すものと考えます。 

日本の幼児教育の無償化制度の根拠となったＪ．ヘックマンが主張する「幼児期の社会収益

率の高さ」をもとにして考えると，「多様な性」を認め，「多様な言語」を母語とする人々と共

存する豊かな社会を実感するためには幼児教育の充実をはかることに猶予はないと思います。

そこに DVの解決策もあるように思えます。 
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【委員意見・事務局回答】 

 

番号 

(資料･

頁) 
ご意見 事務局回答 

1 

(資料 2 

P.2) 

計画を見直す際には、現状を客観的に評
価する必要があるのではと思います。目
標値に対してどの程度これまでの取組が
達成しているのかを数値で表し、それを
評価した方がいいと思います。まず、目
標値に対しての達成率を標記し、その評
価(ABCD or ◎〇▲×等)を一定の基準に
照らし合わせば、より客観性が担保され
可視化(見える化)が図れるのではないか
と思います。 

成果指標について、令和元年度の達成状
況を確認し、次の第 5次計画を策定して
います。単年度ではなく 5年間の取り組
みでの目標値を設定していますので、第
4次計画の成果指標については、終了年
度（令和 2年度）の取組終了後に、目標
値に対する達成度を評価する予定です。
目標値に対しての達成率を標記し、基準
を作成して評価したいと思います。 

2 

資料 2 

P.2) 

「成果指標一覧」の目標値と 4/1現在の
指標数値について。全体的に計画策定時
より数値が上がり、目標値を上回るもの
もあり、おおいに成果が認められる。た
だ、目標値が高すぎて容易に達成できそ
うにないものがあり、今後の指標目標の
設定が気になります。 

目標値については、第 4次計画ではご意
見のとおり終了年度までに達成できそう
にない指標もあり、第 5次計画の策定に
あたっては、成果指標自体の見直しや目
標値の再検討をしたいと思います。事務
局案として、男女共同参画や女性活躍推
進に直接的にかかわりが深く、広く市民
に関係する項目を選定し、担当課と調整
のうえ、継続する項目や目標値を見直す
項目、新規の項目などを検討していま
す。 

3 

(資料 2 

P.2) 

基本目標Ⅰ基本方針１の「男女平等」と
回答する市民の割合は、過去４年間で最
も低い 12.9％となっている。所轄課は男
女共同参画センターであるが、日本社会
全体の男女平等度という観点からの分析
が必要ではないかと考える。（資料５の
13頁にあるように、日本のジェンダー・
ギャップ総合順位は 121位なのですか
ら） 

市民意識調査の自由記述には、「同じ仕
事をしても男性の方が給料が上だと感じ
る」「男女平等社会の実現には政治家の
半分を女性に」「男性女性ではなく人間
として参加できる社会であれば」といっ
た意見がありました。ジェンダー・ギャ
ップ指数で特に順位が低かった経済・政
治分野に関して、社会全体で取り組む必
要があると考えています。第 5次計画に
も反映したいと思います。 

4 

(資料 2 

P.2) 

基本目標Ⅰの「男女共同参画啓発セミナ
ーにおける男性参加者の割合」が減少し
た理由は？また、目標値 30％は妥当なの
でしょうか？ 

男性の参加者を増やす工夫は必要です
が、講座に参加する数ではなく、質（男
性参加者の満足度）など多様な観点から
の分析をお聞きしたいです。 

令和元年度は、男性の参加割合が多い高
齢者大学への出前講座がなかったため、
男性参加者の割合が減少したと考えてい
ます。センターでは女性を対象としたセ
ミナーの開催が多いですが、男性向けセ
ミナーや講演会開催時には多くの男性に
参加いただきたいと考え、目標値は 30％
としていました。 

一方セミナーとは別に、国が進める「お
とう飯キャンペーン」を市でも実施し、
父と子の料理教室の父親の満足度は
100％となるなど、子育て世代の男性へ
のアプローチができたと考えます。また
「おとう飯キャンペーン」のつながり
で、今年度の企業向け女性活躍推進セミ
ナーのパネルディスカッションを加古川
商工会議所青年部と一緒に進めていく予
定で、男性の家庭参画と女性活躍の推進
の意識啓発は広がっていると考えていま
す。 
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番号 

(資料･

頁) 

ご意見 事務局回答 

5 

(資料 2 

P.2) 

基本目標Ⅲの「男女共同参画センターが
主催する講座の参加者の満足度」の高さ
は素晴らしいと思います。これに比し
て、基本目標Ⅴの「男女共同参画センタ
ーの認知度」が上がらないのはなぜでし
ょうか。分析はされているのでしょう
か。また、崇高な志は分かりますが、目
標値 80％は妥当でしょうか。 

市の広報紙に特集を組んだり、市全体の
フェイスブックページに記事を掲載した
りしていますが、認知度の向上には至っ
ていません。第 5次計画では、センター
の認知度も含まれていると考えられる
「男女共同参画センターのフェイスブッ
クページのフォロー者数」を成果指標と
して、啓発内容も広く浸透させることを
目標としたいと考えています。 

6 

(資料 2 

P.9) 

子どもがちょうど 6月にトライやる事業
に参加する予定でした。できなくて残念
です。新型コロナウイルスの関係で仕方
がないですが、とても貴重な体験だと思
うので、学校の外で様々な経験をさせた
いです。 

【学校教育課】 

学校を離れ地域で体験活動を行う「トラ
イやる・ウィーク」事業は、生徒たちに
とって貴重な経験になります。本年度
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、事業所での活動は行わず、校
内・校外で各学校の実態に応じて実施す
る予定です。 

7 

(資料 2 

P.11～

14) 

最近よく男性の子育て協力に関する行事
をみます。男女平等な時代になったなと
感じます。この取り組みは、いろいろな
ところで根付いていると思います。 

男女共同参画センターや子育てプラザ、
育児保健課等でも男性の子育てへの参画
についてのセミナーや両親学級等の事業
を実施しています。引き続き、取り組ん
でいきたいと思います。 

8 

(資料 2 

P.28～

46) 

暴力に対して、性、DV、虐待などたくさ
んの方針があり、加古川市は力を入れて
根絶しようとしていることがわかりまし
た。 

【家庭支援課】 

ご意見ありがとうございます。 

今後も、暴力等の根絶に向け取り組んで
まいります。 

9 

(資料 2 

P.38) 

労働相談について、回数に対して、件数
がそれほど多くない。 

感染症対策により、一層、面談相談は利
用しにくくなっており、また子育て中の
女性は、外出の機会を作ることもより難
しくなっています。電話での相談も活用
すべきだと思います。 

労働に関しての相談窓口は数か所ありま
すが、対応する相談員の職種や相談内容
に差異があります。相談窓口ごとに、電
話相談の可能性について調査・検討しま
す。 

10 

(資料 2 

P.47～

54 

資料 5 

P.2～

13) 

私の所属している加古川人権擁護委員会
では女性の割合は３６人のうち 17人（内
訳 加古川市 6/１６、高砂市 5/１１、稲
美町４/４、播磨町 2/５）全体としては目
標の４０％を達成しています。現会長は
男性ですが、前会長は女性でした。 

町内会・自治会などには女性の三役には
女性があまりいないのではないか。災害
時や避難所運営には女性リーダーは不可
欠なので女性の役員をお願いしている。
いなみ野学園の自治会も委員長は男性、
副委員長は女性と習慣化しているよう
だ。クラブ部長のほぼ男性は部長。自主
的な学園なのに残念。男性の意識を変え
るばかりでなく、まだまだ女性の意識の
なかに「男性優位の慣習・社会通念」が
残っている、女性の意識改革も必要。 

＊参画センター出前講座を、町内会・い
なみ野学園など高齢者向けに啓発活動
を。 

昨年は、高齢者大学に出前講座に伺いま
した。男性・女性どちらも意識改革がで
きるよう、啓発していきます。また、依
頼を待つばかりではなく積極的に各種団
体に PRしていきたいと思います。さら
に、地域の公民館等に出向き、講座を開
催するなどの啓発活動を実施していきた
いと考えています。 
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番号 

(資料･

頁) 

ご意見 事務局回答 

11 

(資料 2 

P.51 

資料 5 

P.7･9) 

外国人のための日本語ボランティア講師
を 10年余りしている。 

日本語指導のほかに生活面や相談にのる
こともある。異文化交流もでき、学ぶこ
とも多く、生活の潤い生きがいとなって
いる。 

＊国際交流センターで学んでいる外国人
は環境が整い会社の理解もあるが、学ぶ
チャンスのない外国人に対し広く国際交
流センターを周知してもらう。 

＊国際交流センターは商工会議所と連携
して、雇用している外国人に日本語講座
を紹介する。外国人従業員が積極的に日
本語を学ぶよう助言、奨励する。 

【秘書課（国際交流センター）】 

外国人への日本語指導については、公益
財団法人加古川市国際交流協会と協力し
て、ボランティアの方々の熱心なご協力
を得て平成 6 年から実施しています。加
古川市在住の外国人数は R2.7.31 現在
2,993名で、今後も増加が予想されます。
外国人への周知については、技能実習生
や会社員、また何らかの外国人コミュニ
ティに属している人などについては、国
際交流センターを紹介される機会が多い
と思いますが、その他の外国人の中には
情報が入らず、国際交流センターのこと
を知らない方もいると考えられます。そ
のため、ホームページ、Facebook、Twitter
などの SNS を活用しながら周知を図って
います。また、商工会議所をはじめ、企業、
事業所の皆様方にも外国人のための日本
語講座事業を紹介するなど、情報提供に
努めております。今後も引き続き連携を
図りながら、外国人向けの各講座や交流
の事業の周知を積極的に行っていきたい
と考えています。 

12 

(資料 2 

P.54) 

男女が地域や社会に積極的に参画する社
会づくりについて、たくさんのイベント
もされていることを知りました。参加し
たイベントもあり、男女共同参画センタ
ーが関係していたことを知り驚きまし
た。ただ、私のところもそうですが、町
内会や自治会長はまだ男性が多く、なか
なか女性は難しいなと思いました。 

町内会長・自治会長における女性の割合
は 4.1％（321人中 15人、R2.4.1現在）
となっています。地域での男女共同参画
を推進するため、第 5次計画において
も、重要施策として取り組んでいきたい
と考えています。 

13 

(資料 2 

P.68 

資料 5 

P.8) 

子育てと仕事の両立環境の満足度４３．
７％、目標達成ができている。シングル
マザーや夫の単身赴任中での子育ては大
変なこと。 

＊待機児童をなくす。 

＊あだち病院のような病育保育室をもっ
た病院が増えると安心して仕事ができ
る。 

＊学童・ファミサポもありがたい。 

【幼児保育課】 

施設の新設や既存施設の整備により保育
所等の定員を増やすことにより、待機児
童の解消に努めます。 

病児保育室「アインス」については、今年
度から改築に伴い受入定員を拡大し、安
心して仕事ができる環境を整備しまし
た。今後は利用状況・利用ニーズを見なが
ら、施設増設の必要性を考えたいと思い
ます。 

【社会教育・スポーツ振興課】 

学童（児童クラブ）に対するニーズは今後
も高まることが予想されるため、質の向
上に向けた取組みを進めて参ります。 

14 

(資料 2 

P.76) 

児童クラブについて、学年が６年生まで
になり、夏休みなどの長期休業中も預け
ることができて、働きやすくなったとい
う声を周りのママから聞きます。助かっ
ている方が多いみたいで、とても喜ばれ
ていました。コロナで大変でしょうが、
続けてほしいです。 

【社会教育・スポーツ振興課】 

昨年度より、高学年の受入を全小学校区
において実施し、また長期休業期間にお
ける開所時間を７時４５分に早めまし
た。来年度においても引き続き実施する
予定です。 
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番号 

(資料･

頁) 

ご意見 事務局回答 

15 

(資料

2・3) 

女性に向けてのアプローチは多く見られ
ますが、働く男性や企業経営者に向けて
のアプローチが少ないように感じまし
た。ワークライフバランスの対応につい
て、先進企業においては会社が社員夫婦
で参加させるセミナーを開催するなどの
活動が行われていると聞いています。パ
ートナーが従事する仕事をお互いが理解
し、助け合う環境の構築が大切であると
新型コロナの対応で働き方が変わってい
く中、気づかれた方も多くいると思われ
ます。今後、そのような環境の変化をサ
ポートする活動の推進が求められてくる
と考えます。企業は社員がその家族とと
もに働いていることを理解し、環境整備
をすべきでありその対応を期待します。 

企業向けには、加古川商工会議所や県立
男女共同参画センターと連携して、企業
の管理職や男性も含む働く方を対象とし
た女性活躍推進セミナーを実施していま
す。また、男性も参加できるワークライ
フバランスセミナーも開催しています。
昨年度より、男女共同参画推進専門員に
よる企業訪問を実施し、啓発を進めてい
ます。女性の活躍やワークライフバラン
スの推進には、企業の経営者や管理職の
意識改革が重要と考えますので、引き続
き啓発を続けたいと思います。 

16 

(資料 3 

P.4) 

③効果的な情報提供 

・SNSの活用について、FBやインスタグ
ラムを週に 1回以上更新し、動画配信な
ど魅力的な情報発信を心がけておられる
のは素晴らしい取組です。 

一方で「いいね」が少ないのが残念なの
で、インスタグラムを多用する若年層
や、FBを活用するアクティブシニアへの
働きかけを工夫されるのはいかがでしょ
うか。 

・オンライン研修をいち早く取り入れて
活用されていることはウイズコロナの時
代に沿ったやり方だと感銘を受けまし
た。ご担当者さまの努力に拍手を送りま
す。 

SNSの活用は、今後も重要な情報発信ツ
ールとなると考えます。インスタグラム
の活用や、シニア層へ効果的に働きかけ
る方法を、調査研究していきたいと考え
ます。 

オンラインセミナーについて、今後のコ
ロナウイルス感染症の状況や、参加者の
ニーズに応じて活用していきたいと思い
ます。 

17 

(資料 3 

P.4) 

④出前講座・出張講座の開催 

・以前より出前講座も活発に実施されて
いますが、短時間（30分程度）のプログ
ラムを複数作成するなどして、依頼を待
つのではなく、こちらからプログラム一
覧を示して回数の増加を図るのはいかが
でしょうか。 

ご意見をもとに、男女共同参画推進専門
員とともに、プログラム内容を検討しま
す。一覧を作成し、公開したいと思いま
す。 

18 

(資料 3 

P.6) 

（1）各種相談 

・週に 2回（1日 4枠）実施する「女性の
ための働き方相談」が年間 20件、に比し
て月 1回（1日 5枠）実施する「女性のた
めの労働相談」が年間 22件の実績があり
ます。男女共同参画センターで実施する
セミナーには心理系のテーマも多くある
ことから、働き方相談の一部を心理相談
や体の相談に置き換えるのは難しいでし
ょうか。加古川市役所で女性相談を実施
していますが、ジェンダーの視点でのヒ
アリングは男女共同参画センターの役割
かと考えます。 

「女性のための働き方相談」について
は、キャリアコンサルタントの資格を持
つ相談員が対応しています。当市では、
心理相談や体の相談については、家庭支
援課や健康課が担当していますので、必
要時には連携できるようにしています。 
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19 

(資料 3 

P.6) 

様々な講座を開講されていると思いま
す。（２）就業支援②チャレンジショッ
プの開催がコロナ禍のため延期になった
のは残念でしたが、インスタグラムでネ
ット販売会として開催したのは、新しい
試みとして評価できると思いました。ま
た（３）環境の整備の①女性活躍推進セ
ミナー開催や②企業訪問、③男性の料理
講座は、ぜひ今後も継続してほしいで
す。広い意味で、ワークライフバランス
の向上につながる事業と考えます。 

チャレンジショップのインスタグラム上
での開催は、起業支援の一つの方法とし
て実施できたと考えます。ボランティア
グループとの協働実施により、起業を目
指す出店者にノウハウ等も提供できたと
思います。 

企業向け・女性向け女性活躍推進セミナ
ーや企業訪問については、今年度も継続
して実施します。男性向けの料理教室
は、今後検討したいと思います。 

20 

(資料 5 

P.1 

P.12) 

重点目標「３安心して生活できる環境」
とすると、環境の整備を重視する印象を
受けるが、環境の整備だけではなく、人
との力関係の問題意識も暴力を防止する
には欠かせないと考える。国計画と同じ
になるが安心、安全な生活の実現として
はどうか。 

推進項目にあらゆる暴力に対する防止対
策を加え、児童虐待事案における他機関
との連携を取組内容にいれてはどうか。 

取組内容に DVと虐待との関連性を重視す
る必要性から、関係機関との連携を図る
システムづくりを強化する。 

ご意見のとおりだと考えますので、重点
目標「３安心して生活できる環境」を
「３安心・安全な暮らしの実現」に変更
します。 

あらゆる暴力への防止対策は重要な課題
だと考えますので、推進項目「⑦多様な
人々が安心して生活できる環境の整備」
を「⑦あらゆる暴力に対する防止対策」
に変更し、その中の取組内容「1 あらゆ
る暴力に対する防止対策の推進」を「１ 

女性、子ども、高齢者、障がい者等への
暴力・虐待防止対策の推進」とし、内容
に「関連機関相互の連携を強化します」
と追加します。 

21 

(資料 5 

P.4) 

図 3-1女性の就業者数 

・20歳代の就業率が平成 26年の 72.5％
から、令和元年には 57.4％に減少してい
ます。これは大学進学率の上昇だけでは
説明が難しいと思いますが、どのように
分析されていますか。一方で、30代の就
業率向上は保育園の整備等の施策の結果
が現れているのでしょうか。 

20歳代の女性の就業率が▲15.1ポイント
となっていることについて、就業形態の
内訳が「専業主婦」との回答が 4.7％→
11.8％（＋7.1ポイント）、「学生」との
回答が 18.8％（男性も含む）→26.5％
（女性のみ）（＋7.7ポイント以上）と変
化したことに起因していると考えます。
また、20歳代の就労していない女性のう
ち「すぐに働きたい」と回答した割合が
17.9％ありますので、就業を希望する女
性が希望する形で就労できるよう、支援
していく必要があると考えます。 

30歳代の女性の就業率の向上は、保育園
や放課後の児童クラブの整備が進んだこ
と、就業継続の意識が高まっていること
が要因として考えられます。 

22 

(資料 5 

P.6) 

取組内容 1 女性が活躍できる環境の整
備 

・女性がリーダーシップやキャリア形
成、スキルアップしてエンパワメントす
るには、経営トップや管理職男性が理解
し支援する受け皿が必要です。経営トッ
プや管理職への意識啓発は推進専門員の
力が発揮できるところでもありますの
で、「推進専門員による経営トップや管
理職への意識啓発等の実施」を明記する
のはいかがでしょうか。 

ご意見のとおり、経営トップや男性の管
理職の理解があるほど女性活躍が進むと
考えますので、取組内容の中に、「企業
の経営者や管理職の意識改革を進めま
す。」と追加します。 
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23 

(資料 5 

P.7) 

<現状>・2段落目 

介護離職者や介護と仕事、地域活動との
両立を考える時に、性別による役割分担
意識や過去の「家制度」の名残が大きく
影響しています。まさに男女共同参画の
視点での課題解決が求められるテーマだ
と考えます。令和元年度に実施された
「介護と仕事の両立に備える整理収納」
より一歩進んで、施設介護に踏み切れな
い深層心理や、女性の介護離職者が圧倒
的に多いにもかかわらず男性介護者に光
が当たることについて、考えるセミナー
を実施するのはいかがでしょうか。 

第 5次計画の期間中においても、働き方
の見直しや職場環境の整備、男性の参画
等の視点から、男女共同参画を踏まえ
た、介護と仕事の両立のためのセミナー
を開催していきます。 

24 

(資料 5 

P.9) 

「互いに支え合う地域づくり」につい
て、とても大切なことだと思います。だ
んだんと隣近所や町内などでの人間関係
が希薄になっている上に、災害がいつ起
こってもおかしくない現在、支え合うこ
との大切さを痛感します。市民一人ひと
りの意識改革や参加・参画のための具体
的でわかりやすい働きかけが必要になっ
てきますね。 

第 5次計画の期間中においても、まちづ
くり講座など地域の課題解決に参画でき
る人材を育成する講座の開催や情報提
供、働きかけを行い、支え合う地域づく
りを進めていきます。 

25 

(資料 5 

P.10) 

<現状> 

・「男女が互いの身体的性差」の文言
は、LGBTに対する施策と矛盾を感じま
す。また、「リプロダクティブ・ヘルス
ライツ」は「女性が自分の体に関するこ
とを自分自身で決められる権利」のこと
を意味します。 

1段落目を下記のように記述するのはい
かがでしょうか。 

 

”誰もが互いの違いを十分に理解しあ
い、人権を尊重しつつ、相手に対する思
いやりを持って生きていくことは、男女
共同参画社会の形成に当たっての前提と
言えます。特に女性は妊娠・出産や女性
特有の疾患を経験することがありますの
で、自分の体に関することを自分自身で
決められる権利「リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ（性と生殖に関する健康と
権利）」の視点が必要です。女性の社会
進出や平均寿命の伸長に伴い、女性の健
康に関する問題がさらに重要となってい
ます。 

性の多様性に配慮する観点からも、ご意
見があった箇所と、それ以外の箇所につ
いても、「男女が」とあえて表記する必
要のないものについては、「誰もが」と
いう表記に変更します。 

1段目については、いただいたご意見と
国の第 5次計画の素案の内容を踏まえ、
『誰もが互いの違いを十分に理解しあ
い、人権を尊重しつつ、相手に対する思
いやりを持って生きていくことは、男女
共同参画社会の形成に当たっての前提と
言えます。特に女性は妊娠・出産や女性
特有の疾患を経験することがあり、自分
の体に関することを自分自身で決められ
る「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
（性と生殖に関する健康と権利）」の視
点がなくてはなりません。さらに、女性
の社会進出や晩婚化等婚姻をめぐる変
化、平均寿命の伸長等に伴い、女性の健
康維持に関する重要性が高まっていま
す。』に変更します。 

26 

(資料 5 

P.11) 

コロナ禍において子どもも大人もストレ
スが高まっている状況であるため、身体
だけでなく、心身の健康を維持するため
の取り組みを行う。セルフケアの推進
（ストレスチェックをし、その対処法を
学ぶ機会を提供する） 

ストレス対策は重要であると考えますの
で、取組内容「2 心身の健康づくりへの
支援」の中の「一人ひとりの自発的な健
康づくりへの意識啓発を進めます」を、
「心と身体の健康維持やセルフケアへの
意識啓発を進めます」に変更します。 

セルフケアについて学ぶセミナーの開催
も検討します。 
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27 

(資料 5 

P.11) 

推進目標⑥方針２に、「乳がん及び子宮
がん検診の受診率」を上げる工夫につい
て言及できないでしょうか。細かすぎる
指摘であることは重々承知しています
が、受診率の低さ（乳がん 12％、子宮が
ん 7.9％）が気になります。 

乳がんや子宮がん検診の受診率の向上は
重要だと考えますので、取組内容「2 心
身の健康づくりへの支援」の中の「健康
診査の受診や主体的な健康管理を支援し
ます」を、「女性特有の健康課題に対す
る主体的な検診受診や健康管理を支援し
ます」に変更します。 

28 

(資料 5 

P.12) 

取組内容に女性の悩み相談、男性の悩み
相談の設置を検討すると追記してはどう
か。 

DVセンターへの相談は被害者にとってハ
ードルが高く、避難を望まない人もい
る。また、DVだけでなく親やきょうだい
からの暴力や、男性被害者の窓口設置も
今後必要になってくるのではないかと思
われる。そうした受け皿になる相談場所
の設置を検討する。 

【家庭支援課】 

家庭支援課に婦人相談員、母子・父子自立
支援員、家庭児童相談員を配置して男女
問わず様々な相談を受け付けています。
各種相談のなかで、DVについて聞き取っ
た場合は、必要に応じて配偶者暴力相談
支援センターを紹介しています。面談時
は、個室の中で行い、男性も女性も相談し
やすい環境の配慮に努めています。また、
親やきょうだいからの暴力、その他男性
からの悩みに関し相談があれば、必要に
応じて関係機関を案内するなど対応を行
っており、引き続きプライバシーに配慮
しながら、相談体制の整備に努めていき
ます。 

29 

(資料 5 

P.14) 

今の社会や大人達の中には、まだまだ男
女の固定観念が強いという状況が多くあ
ると思います。乳幼児期からの教育は本
当に大切です。その教育を担う大人がし
っかりと意識を高め、自己を振り返り、
子ども達に接することが、生涯学習につ
ながると思います。 

教育委員会と連携して、あらゆる年代の
方に男女共同参画に関する学習機会を提
供していきたいと考えています。 

30 

(資料 5 

P.14) 

性教育。コロナ感染で休校となり、未成
年者の妊娠が増えたとの情報あり。 

＊幼児・小学低学年にプライベートゾー
ンの大切さ、女児だけでなく男児にも。 

＊家庭でもフランクに話せるように、保
護者対象の出前講座。 

【学校教育課】 

現在、小学校では低学年段階から学級活
動の時間を活用して、性教育に取り組ん
でいます。3年生からは、体育科の保健分
野の授業の中で、取り組んでいます。ま
た、デート DVに関する内容等、子どもと
保護者が一緒に学ぶ機会を設けている学
校もあります。 

31 

(資料 5 

P.16) 

目標値の根拠を明確にしておく方がいい
のでは。例えば、国・県・市等の上位計
画に基づくとか、現状から 20％の上乗せ
とか、だれが見てもどの程度を目指して
いるのかを市民に知らせるべきではない
かと思います。 

目標値の根拠について記載するように、
担当課と調整していきます。 

32 

(資料 5 

P.16) 

成果目標と目標値 

・前回プランでほぼ数値達成している項
目をのぞき、新しい項目に入れ替えてい
ますが、「市役所における男性職員の育
児休業取得率」は目標値にはるかに届か
ない 0％なので、残すべきだと考えます。 

国においても、男性の育児参加を促すた
めに男性産休制度を検討しています。プ
ランに目標値を掲げて実績をあげていた
だきたいと要望します。 

第 4次計画を策定後に改定した「次世代
育成支援・女性活躍推進 加古川市特定
事業主行動計画」の「達成すべき数値目
標」の中に、市職員の「男性の育児休業
の取得率を 10％以上とします」がありま
すので、引き続き加古川市特定事業主行
動計画に掲げて、目標達成に向け取り組
んでいきたいと考えています。 
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33 

(資料 6 

P.7) 

（2）経済・就労支援 

・男女共同参画センターの働き方相談や
働き方セミナーで、DV被害者等への相談
業務やセミナー講師を務める職員に、研
修は実施されていますでしょうか。相談
等における二次被害防止は、窓口業務と
同様に重要であると考えます。 

加古川市の男女共同参画センターでは、
キャリアコンサルタント有資格者の専門
員による働き方相談とセミナーを実施し
ています。DV被害者等への直接的な相談
は行っていませんが、二次被害防止のた
め、専門員は県立男女共同参画センター
や国立女性教育会館が実施する DVに関す
る研修を受講しています。必要があれ
ば、すぐに担当部署と連携することにし
ています。 

34 

その他 

今年はコロナでいろんな行事が中止にな
り、開催も難しいと思います。子どもが
３か月家にいて、不安とストレスとで、
しんどい思いをした人はたくさんいると
思います。来年度は、そのことを配慮し
た講座などがあるとうれしいです。男女
共同参画推進といった活動と講座で助け
られている人はたくさんいると思いま
す。コロナだからこそ、女性の働き方も
新しい働き方があると思います。がんば
ってください。 

ご意見を受け、セルフケアについてのセ
ミナー等、不安やストレスを考慮したセ
ミナーの開催を検討します。 

引き続き、男女共同参画推進のためのセ
ミナーを開催していきます。 

35 

その他 

加古川人権擁護委員会では、今年度から
男女共同参画委員会が発足しました。委
員は男３・女３の 6名（加古川２・高砂
２・稲美１・播磨１）。 

男女共同参画センターと情報交換や交
流、講座受講ができたらと思います。 

ぜひ一緒に取り組みを進めていきたいと
思います。よろしくお願いします。 

 


